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　　産業政策課移住・定住支援室 ☎62‐8002問

１人あたり10万円
（市内で就労または起業した方は５万円を加算）

次の全ての要件に当てはまる方
① 北秋田市に住民登録している方〈※１〉
② 中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修
学校等を卒業または中退した後、翌年度末まで
に就労・起業している方（令和６年度においては、
令和５年度に卒業・中退し、令和６年度末まで
に就労・起業した方）〈※２〉

③ ※１と※２の条件を満たした日から２年を超え
る期間、本市に定住する意欲のある方

④ 申請日において、通算して３年以上本市に住民
登録をしていたことがある方

⑤ 生活保護受給者でない方
⑥ 本市に納付すべき市税、分担税、使用料その他
の滞納がない方

⑦ 反社会的勢力等の構成員ではないこと、これら
の者と密接な関係がない方

⑧ 過去にこの要綱に基づく応援金の交付を受けた
ことがない方（北秋田市移住者住まい応援助成
金と重複して交付を受けることはできません）

※１と※２の条件を満たした日から１年以内

① 北秋田市で暮らすど！フレッシャーズ応援金交
付申請書兼同意書（様式第１号）

② 卒業証書の写し（中退の場合は退学証明書等の
退学を証するもの）

③ 就労証明書（起業者の場合は営業証明書等の起
業を証するもの）（様式第２号）

④ 確認事項及び誓約事項（様式第３号）
⑤ その他市長が必要と認める書類

次についてご協力をお願いしています。
（強制ではありません）
① 応援金の活用方法や申請者自身の夢や目標等を
市広報紙・ホームページ・SNS等への掲載

② 市移住・定住支援室公式SNSアカウントをフォ
ロー、または「いいね」

③ 本市が開催する出会い創出イベント等の案内を
受け取っていただくなど（年に数回程度、郵送・
メール等でお送りします）

応援金の額

申請期限

必要書類

対象者

本市への協力

◀フレッシャーズ応援事業
※事業の詳細や、申請に必要な書類に
　ついては市ホームページをご覧いた
　だくかお問い合わせください。

「北秋田市で暮らすど！フレッシャーズ応援事業」

最大
15万円交付

　　こども課子育てあんしん係 ☎84‐8778問

　　こども課子育てあんしん係 ☎84‐8778
　　児童相談所相談専用ダイヤル ☎0120‐189‐783
問

　本来、大人が担うと想定されている家事や家族の
世話などを日常的に行っている子どものことです。

こども家庭庁ヤングケアラー特設サイト▶

●自分や家のことを話すのは勇気がいると思いますが、
　サポートしてくれる人は必ずいます。内容に応じて関
　係機関や利用できる制度をご案内することもできます。
●ヤングケアラーかもしれないこどもや若者について心
　配している方は、相談窓口へ情報をお寄せください。

出典:「ヤングケアラーについて」（こども家庭庁）
（https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/ 
参照2023‐11‐27）をもとに北秋田市作成

ひとり親家庭に
入学祝金を支給します

　令和７年４月に小学校、中学校、義務教育学校および高等
学校等に入学する児童を養育するひとり親家庭の方に祝金
を支給します。

　令和７年４月１日時点で、北秋田市に住民登録がある
ひとり親家庭の保護者。
　ただし、事実婚の状態ではないこと。

　児童扶養手当を申請済みの方には４月上旬に申請書を
郵送しますので、必要書類と併せてご提出ください。
　児童扶養手当未申請のひとり親家庭の方は、下
記までお問い合わせいただくか、右記二次元バー
コードから市ホームページをご確認ください。

小学校、中学校、義務教育学校（前期・後期）

高等学校等

対象者

支給金額

申請方法

２万円
５万円

　　こども課子育てあんしん係 ☎84‐8778問

ヤングケアラーとは…

「ヤングケアラー」を
知っていますか？

　「学生納付特例制度」は、在学期間中の国民年金保険料の納付を猶予する制度です。
対象者は20歳以上の学生で、本人の前年所得が一定以下（※１）の方となります。
　ご希望の方は、在学期間が分かる学生証のコピーまたは在学証明書を持参のうえ申請
してください。
※１…128万円＋（扶養親族の数×38万円）
　また、現在「学生納付特例制度」により保険料を納付猶予されている方で、令和７
年度も引き続き在学予定の方には、３月末にハガキ形式の学生納付特例申請書が日本
年金機構より送付されます。同一の学校に在学されている方は、このハガキを返送す
ることにより令和７年度の申請ができますので、忘れずにお手続きください。

　　市民課国保年金係 ☎62‐1118問

国民年金保険料学生納付特例制度のご案内国民年金保険料学生納付特例制度のご案内

昨年３月に卒業し、
　　　　　　　　就職した皆さん

昨年３月に卒業し、
　　　　　　　　就職した皆さん


